
平成２８年４月 

尼 崎 市 長 

平成２８年度の入札・契約制度の改善について 

 尼崎市建設業者等級別格付基準の変更について

１ 主観数値の評価項目の追加について 

  市内建設業界の中長期的な担い手の確保等に資するため尼崎市建設業者等級別格

付基準の変更を行う。 

(1) 概要 

市内の建設業者の格付は、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で

評価する経営事項審査の総合評定値（客観数値）に、本市が定める数値（主観数

値）を加減した数値で行っているが、今回、主観数値の評価項目に「若年の技術

者及び技能労働者の育成及び確保の状況」を追加する。 

(2) 改正内容 

事業者からの申請により、経営事項審査の経営規模等評価結果通知書において 

当該項目に該当していることが確認できた場合に主観数値の加算を行う。 

ア 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況 

若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の１５％以上の場合[５点] 

イ 新規若年技術職員の育成及び確保の状況 

１年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が技術職員の人数の

１％以上の場合[５点] 

(3) 実施時期 

平成２８年４月１日 

(4) その他 

尼崎市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要綱の評価項目の改正についても 

併せて行う。 

２ 別表の変更について 

発注標準金額に上限を設けていない等級に求める総合数値が他都市と比較し低い

水準にあるため、関連する等級区分と併せて見直す。 

(1) 概要 

土木一式工事・建築一式工事・管工事・電気工事の工種について、格付等級の

区分を３等級から４等級に変更する。 

(2) 改正内容（「別表」参考） 

現行のＡランクの総合数値の区分を、新Ａランク・新Ｂランクの２つに分ける。 

発注標準金額に上限を設けない新Ａランクの総合数値は、競争性確保の観点か

ら総合数値上位２０者程度を区分できる水準とする。 

また、新Ｂランクは発注標準金額の上限を８千万円未満とする。 

現行のＢランクを新Ｃランクとし、発注標準金額の上限を３千万円未満とする。 

現行のＣランクを新Ｄランクとする。 

なお、２等級に区分している舗装工事・防水工事・造園工事については、事業

者数が少ないことなどから見直しは行わない。 

(3) 実施時期 

平成２８年６月１日（同日以降に公告または指名通知するものから適用） 



【平成２８年６月の尼崎市建設業等級別格付基準別表の改正】

※変更後の総合数値は、平成２８・２９年度の業者登録状況により変動することから空欄となっている。 

以 上 

              現　　　　行                変　更　後

○土木一式工事 ○土木一式工事

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円） 等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 860以上 30,000以上

C 600以上 720未満 10,000以上 30,000未満

C 600未満 10,000未満 D 600未満 10,000未満

○建築一式工事 ○建築一式工事

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円） 等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 760以上 30,000以上

C 550以上 650未満 10,000以上 30,000未満

C 550未満 10,000未満 D 550未満 10,000未満

○電気工事 ○電気工事

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円） 等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 750以上 30,000以上

C 590以上 710未満 5,000以上 30,000未満

C 590未満 5,000未満 D 590未満 5,000未満

○管工事 ○管工事

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円） 等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 700以上 30,000以上

C 590以上 680未満 5,000以上 30,000未満

C 590未満 5,000未満 D 590未満 5,000未満

○舗装

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 600以上 10,000以上

B 600未満 10,000未満

○防水

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 600以上 10,000以上

B 600未満 10,000未満

○造園工事

等級 総合数値（点） 発注標準金額（千円）

A 600以上 10,000以上

B 600未満 10,000未満

30,000以上 80,000未満

B 600以上 720未満 10,000以上 80,000未満

A 720以上

80,000以上

B

720以上860未満

80,000以上

B

650以上760未満

60,000以上

30,000以上 80,000未満

B 550以上 650未満 10,000以上 80,000未満

A 650以上

710以上750未満 30,000以上 60,000未満B

B 590以上 710未満 5,000以上 60,000未満

A 710以上

B 590以上 680未満 5,000以上 60,000未満

A 680以上 60,000以上

　変 更 な し

　変 更 な し

　変 更 な し

680以上700未満 30,000以上 60,000未満B


